
 

１　応募資格 市内に活動拠点を有する民間事業者・各種団体等の皆さん

２　応募期間 令和６年３月１日（金）まで、随時、応募できます。

３　対象事業

４　協賛事業期間 ・

・

５　応募方法 ・

・

６　注意事項 ・

７　応募・お問い合わせ先
　　　  佐久市役所　総務課　総務係
　　　   郵送先：〒385-8501　長野県佐久市中込3056
　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市役所 総務課 総務係
　　　   電話番号：0267-62-2111（内線448）
　　　   FAX番号：0267-63-1680
　　　　メールアドレス：somu@city.saku.nagano.jp

　市と市民の皆さんが一体となって佐久市の魅力を再発見し、愛着と誇りを抱き、佐久市
の更なる発展を期するため、３月９日「佐久市民の日」の協賛事業を募集します。

対象となる事業は、次のいずれかに該当するものとし、新規事業だけで
はなく、既存事業を協賛事業として実施することもできます。
　＜例＞佐久市民の日３.９（サンキュー）セール、テイクアウトや
　　　　デリバリーの割引・特典、○○体験、プレゼント企画　等
　　（１）佐久市の魅力を広く市内外にアピールする事業
　　（２）佐久市への愛着と誇りを深める事業
　　（３）佐久市全体の一体感を醸成する事業

原則として令和６年３月１日（金）～３月３１日（日）の間で、事業の
実施が可能な期間とします。
可能な限り「３月９日」を含む期間で実施してください。

「３月９日佐久市民の日協賛事業計画書（様式１）」を下記応募先に
提出してください。
計画書は市ホームページからダウンロードができます。
佐久市役所総務課と各支所総務税務係においてもお渡ししています。

協賛事業を告知・実施する際、チラシ等にスペースがある場合は、
「３月９日は佐久市民の日」という文言を入れる等、佐久市民の日の
周知にご協力をお願いします。

　　令和５年１２月２２日（金）までにお申し込みいただいた
　　場合は、市広報紙サクライフ３月号へ協賛内容を掲載させて
　　いただきます。ホームページへは随時、掲載します。


